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羅
臼
沖
に
お
け
る
ロ
シ
ア
ト
ロ
ー
ル
漁
船
の
操
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
九
八
八
年
頃
よ
り
、
北
海
道
羅
臼
沖
の
根
室
海
峡
に
ロ
シ
ア
の
ト
ロ
ー
ル
漁
船
が
出
没
し
、
ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ
は
じ
め
各
種

漁
獲
物
を
乱
獲
す
る
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
同
地
域
の
漁
獲
高
は
今
日
ま
で
激
減
し
て
お
り
、
漁
具
、
漁
業
網
の

破
損
等
、
甚
大
な
物
理
的
、
経
済
的
被
害
も
生
じ
て
い
る
。
右
と
「
政
府
答
弁
書
一
」
（
内
閣
衆
質
一
七
七
第
四
三
七
号
）
と

「
政
府
答
弁
書
二
」
（
内
閣
衆
質
一
七
八
第
三
五
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

ロ
シ
ア
の
ト
ロ
ー
ル
漁
船
の
操
業
に
よ
る
被
害
は
、
前
文
で
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
羅
臼
漁
業
協
同
組
合
は
じ
め
地

元
関
係
者
の
話
に
よ
る
と
、
本
年
は
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
四
月
と
五
月
も
操
業
が
行
わ
れ
る
と
い
う
事

態
が
生
じ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
、
右
の
事
態
を
把
握
し
て
い
る
か
。

二

ロ
シ
ア
の
ト
ロ
ー
ル
漁
船
操
業
に
よ
り
様
々
な
被
害
が
生
じ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
ロ
シ
ア
側
と
ど
の
よ

う
な
協
議
を
し
て
い
る
か
と
の
問
い
に
対
し
、
「
政
府
答
弁
書
一
」
並
び
に
「
政
府
答
弁
書
二
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
政
府

と
し
て
は
、
『
日
本
国
政
府
と
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
の
海
洋
生
物
資
源
に
つ
い
て
の
操
業
の
分
野
に
お
け
る
協
力
の
若

干
の
事
項
に
関
す
る
協
定
』
（
平
成
十
年
二
月
二
十
一
日
署
名
。
以
下
「
北
方
四
島
周
辺
水
域
に
お
け
る
日
本
漁
船
の
操
業

に
関
す
る
協
定
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
政
府
間
協
議
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
き
て
い
る
ほ
か
、
外
交

一



ル
ー
ト
を
通
じ
て
、
ロ
シ
ア
側
に
対
し
、
再
発
防
止
の
た
め
の
実
効
的
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
申
入
れ
を
行
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
に
、
ロ
シ
ア
側
か
ら
は
、
現
地
関
連
当
局
を
通
じ
て
漁
業
関
係
者
に
伝
達
す
る
旨
の

回
答
を
得
て
い
る
。
」
、
「
漁
具
被
害
の
防
止
及
び
漁
業
資
源
の
保
護
に
向
け
た
ロ
シ
ア
側
の
対
応
に
関
す
る
外
交
上
の
具

体
的
な
や
り
取
り
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
、
相
手
国
と
の
関
係
も
あ
り
、
差
し
控
え
た
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
今

後
と
も
、
『
日
本
国
政
府
と
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
の
海
洋
生
物
資
源
に
つ
い
て
の
操
業
の
分
野
に
お
け
る
協
力
の
若
干

の
事
項
に
関
す
る
協
定
』
（
平
成
十
年
二
月
二
十
一
日
署
名
）
に
基
づ
く
政
府
間
協
議
等
の
機
会
及
び
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ

て
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
向
け
た
必
要
な
対
応
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
現
時
点
に

至
る
ま
で
、
政
府
に
よ
る
ロ
シ
ア
側
に
対
す
る
申
入
れ
の
回
数
は
何
回
か
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
が
い
つ
、
日
本
側
の
誰
に
よ

り
、
ど
の
よ
う
な
手
段
で
な
さ
れ
て
き
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

二
で
触
れ
た
「
政
府
答
弁
書
一
」
の
申
入
れ
並
び
に
「
政
府
答
弁
書
二
」
の
対
応
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
ロ
シ
ア
側
か
ら
ど

の
よ
う
な
回
答
が
得
ら
れ
、
ま
た
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
措
置
が
実
際
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


